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入札公告 兼 入札説明書 

 

次のとおり総合評価一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政

令第１６号）第１６７条の６第１項及び国保中央病院組合契約規則（平成１３年４月国

保中央病院組合規則第１号）第２条第１項の規定により、公告します。 

 

令和８年４月１３日 

国保中央病院組合   

管理者 高江 啓史 

 

１．入札に付する事項 

(1) 業 務 名 国保中央病院清掃業務委託 

(2) 詳 細 別に定める仕様書のとおり 

(3) 履 行 場 所 国保中央病院本館、緩和ケア病棟、看護師寮、うさぎ保育所、駐車

場（中央・第１・第２）、駐輪場、屋外廃棄物倉庫（一般・感染性・

個人情報） 

(4) 契 約 期 間 令和８年９月１日～令和１１年８月３１日（３年間） 

(5) 予 定 価 格 事後公表（開札後にホームページにて公表します） 

(6) 適 用 制 度 低入札価格調査制度 

(7) 入 札 方 式 総合評価落札方式（簡易型） 

(8) 入 札 方 法 

① 本入札は、地方自治法施行令第１６７条の１０の２第３項に規定する総合評価

一般競争入札により行うので、入札者は、本入札公告兼入札説明書に基づき書類

を整備、提出し入札すること。 

② ３年の総額で入札を行います。落札の決定に当たっては、入札書に記載された

金額に当該金額の消費税及び地方消費税（１０％）を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもっ

て落札価格とするので、入札者は消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、当該加算される額を考慮して、入札書を記載してください。 

 

２．入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

次に掲げる条件のすべてに該当する者が、この入札に参加することができます。 

(1) 国保中央病院組合、川西町、三宅町、田原本町、広陵町又は奈良県（以下「本組

合等」という。）のいずれかの競争入札等参加資格者名簿おいて取扱営業種目Ｑ建物

等管理の１建物清掃又はこれと同等の営業種目に関する業者登録をしている者であ
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ること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

い者であること。 

(3) 公告日現在において、本組合等の入札参加停止等措置要領に基づく入札参加停止

措置を受けていないこと。 

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。 

  ① 役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の

代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあ

ってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）

が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以

下同じ。）であると認められる者。 

  ② 暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力

団員が経営に実質的に関与していると認められる者。 

  ③ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者。 

  ④ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する

など直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると

認められる者。 

  ⑤ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると

認められる者。 

(5) 過去５年間（令和３年～令和７年）において、病床数１５０床以上の病院の清掃

業務を受託し、１２ヶ月以上継続して誠実に履行した実績を有する者であること。 

 

３．日程 

この入札に関する日程の概略は次のとおりです。 

 
 総合評価一般競争入札の公告  令和８年４月１３日（月） 

 

 質疑の受付期限  令和８年４月２２日（水） 

 質疑の回答期限  令和８年４月２３日（木） 

 入札資料配布期間  令和８年４月１３日（月）～４月２４日（金） 

 入札参加資格審査申請の受付期間  令和８年４月１３日（月）～４月２４日（金） 
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 入札参加資格確認結果通知  令和８年４月２７日（月）以降 

 提案書等到達期限  令和８年５月２７日（水） 

 入札書等到達期限（初度入札）  令和８年６月２日（火） 

 開札日（初度入札）  令和８年６月３日（水） 

 
 落札者の決定  令和８年６月１０日（水） 

 

 
 ※初度入札において、予定価格の制限の範囲内において有効な入札が無かった場合（再度入札） 

 

 
  入札書等到達期限（再度入札）  令和８年６月９日（火） 

 

 
  開札日（再度入札）  令和８年６月１０日（水） 

 

 
  落札者の決定  令和８年６月１７日（水） 

 
 
 

 

４．入札手続等 

(1) 仕様書等の交付期間及び場所 

① 交付期間 

令和８年４月１３日（月）～令和８年４月２４日（金）１７時００分まで 

② 交付場所 

本組合ホームページからダウンロードしてください。 

ＵＲＬ：https://www.kokuho-hp.or.jp/ 

(2) 入札参加資格審査申請書の提出期間及び場所 

① 提出期限 

ア 持参の場合 

令和８年４月２４日（金）１７時００分まで 

イ 郵送の場合 

令和８年４月２４日（金）必着 

② 提出方法 

     持参又は郵送に限ります。 

   ア 持参の場合 

土・日・祝日を除く９時００分から１７時００分の間に提出してくださ

い。（１２時１５分から１３時１５分の間は除く） 

   イ 郵送の場合 

https://www.kokuho-hp.or.jp/
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      提出期限必着とし、書留郵便により提出してください。 

  ③ 提出場所 

国保中央病院組合 企画総務課 

  ④ 提出書類 

下記のとおり各１部を提出してください。 

ア 入札参加資格審査申請書（様式第１号） 

イ 本組合等の競争入札参加資格審査申請書にかかる受領書の写し 

ウ 実績調書（様式第３号）及び契約実績が確認できる書類の写し 

※ イの書類について、国保中央病院組合に登録している者は提出不要です。 

 

５．質問の受付及び回答 

(1) この入札に関する質問の受付期間 

① 令和８年４月１３日（月）から令和８年４月２２日（水）まで。 

    （土・日を除く平日の８時３０分から１７時００分まで。ただし４月２２日は１

６時００分まで。） 

② 質疑が生じた場合は、質疑書（様式第４号）によりメールで送信し、電話によ

り受信の有無を確認してください。 

    担当課：国保中央病院組合 企画総務課 

    ＴＥＬ ０７４４－３２－８８００（代表） 

    メールアドレス info@kokuho-hp.or.jp 

(2) 回答 

質問内容及びそれに対する回答を令和８年４月２３日（木）に国保中央病院ホ

ームページに掲載します。なお、回答を変更することがありますので、随時ホー

ムページで確認してください。 

      ホームページＵＲＬ：https://www.kokuho-hp.or.jp/ 

  

６．提案書等の提出方法等 

(1) 提出書類 

 ① 提案書等様式（資料３） 

 ② 落札者決定基準及び徴収書類等（資料２）で、提案書に添付するように規定し

ている当該提案書の添付書類（以下「添付書類」という。） 

(2) 提案書等の提出期間及び場所 

① 提出期限 

mailto:info@kokuho-hp.or.jp
https://www.kokuho-hp.or.jp/
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ア 持参の場合 

令和８年５月２７日（水）１７時００分まで 

イ 郵送の場合 

令和８年５月２７日（水）必着 

       ※郵便事情を考慮した上で郵送してください。また、郵便物が到着して

いるか否かの問い合わせについては一切応じません。 

② 提出方法 

     持参又は郵送に限ります。 

     (1)の提出書類を提出する場合は、紙製のＡ４フラットファイルに綴じて、

背表紙に商号又は名称を記入のうえ、提出すること。 

   ア 持参の場合 

土・日・祝日を除く９時００分から１７時００分の間に提出してくださ

い。（１２時１５分から１３時１５分の間は除く） 

   イ 郵送の場合 

      提出期限必着とし、書留郵便により提出してください。 

  ③ 提出部数 

     正本１部及び副本（正本の写し）３部 

  ④ 提出場所 

国保中央病院組合 企画総務課 

(3) その他 

① 提案書等の提出等に要する費用は入札者の負担とします。  

② 提案書等の到達確認等の問い合わせには一切応じません。 

 

７．入札書等の提出方法等 

(1) 提出書類 

 ① 入札書（様式第５号の１） 

 ② 入札金額内訳書（様式第５号の２） 

(2) 提出方法 

入札書（様式第５号の１）及び入札金額内訳書（様式第５号の２）（以下「入札

書等」という。）の提出方法は郵送のみとし、持参その他の方法によるものは無効

とします。 

(3) 郵送方法 

一般書留又は簡易書留のいずれかの方法によるものとし、普通郵便その他の方

法によるものは無効とします。なお、開札が終わるまで差出控えを保管しておい
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てください。 

(4) 到達期限（初度入札） 

令和８年６月２日（火） 

    ※郵便事情を考慮した上で郵送してください。また、郵便物が到着しているか

否かの問い合わせについては一切応じません。 

(5) 封筒等の記載方法等（初度入札） 

① 初度入札用の内封筒１通を用意してください。封筒の日付、令和８年６月３

日を記載し、「提出日、令和８年６月３日開札 国保中央病院清掃業務委託に

係る入札書（初度入札）、入札者住所、商号、代表者名」を記載し、代表者印を

押印してください。（「郵便入札による入札書封筒の記載方法等」参照） 

② ①の内封筒に入札書等を入れ封印します。なお、入札書等の日付は、令和８

年６月３日としてください。 

③ 外封筒には11(14)に定める住所と国保中央病院組合企画総務課長宛ての親展

とし、令和８年６月３日開札 国保中央病院清掃業務委託に係る入札書と記載

してください。 

（「郵便入札による入札書封筒の記載方法等」参照） 

④ ②の内封筒（封印した入札書）を③の外封筒に入れて、一般書留又は簡易書

留で郵送してください。 

⑤ 予定価格の制限の範囲内において有効な入札がない場合は、後日において再

度入札を実施します。この場合においては、別途有効な入札とならなかった理

由を通知しますので、再度入札用の入札書の提出は不要です。 

(6) 再度入札の取扱い 

再度入札は、予定価格の制限の範囲内（予定価格の 80％以上 100％以下）におい

て有効な入札がなかった場合に、後日、郵送により実施します。再度入札の実施に

当たっては、当該入札が無効又は不調となった理由を付して、入札参加者に対し通

知しますので、(1)から(3)の方法等により、(7)の期限までに郵送してください。 

(7) 到達期限（再度入札） 

令和８年６月９日（火） 

    ※郵便事情を考慮した上で郵送してください。また、郵便物が到着しているか

否かの問い合わせについては一切応じません。 

(8) 封筒等の記載方法等（再度入札） 

① 再度入札用の内封筒１通を用意してください。封筒の日付、令和８年６月１

０日を記載し、「提出日、令和８年６月１０日開札 国保中央病院清掃業務委

託に係る入札書（再度入札）、入札者住所、商号、代表者名」を記載し、代表者
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印を押印してください。（「郵便入札による入札書封筒の記載方法等」参照） 

② ①の内封筒に入札書等を入れ封印します。なお、入札書等の日付は、令和８

年６月１０日としてください。 

③ 外封筒には11(14)に定める住所と国保中央病院組合企画総務課長宛ての親展

とし、令和８年６月１０日開札 国保中央病院清掃業務委託に係る入札書と記

載してください。 

（「郵便入札による入札書封筒の記載方法等」参照） 

④ ②の内封筒（封印した入札書）を③の外封筒に入れて、一般書留又は簡易書

留で郵送してください。 

⑤ ２回の入札を行った結果、予定価格の制限の範囲内において有効な入札がな

い場合は、当該入札における評価結果等を踏まえ、最も有利と認められる者と

随意契約締結の協議を行うことがあります。 

(9) 入札書等の撤回等 

入札書等が国保中央病院に到達した日をもって入札書等の提出があったものと

みなし、これ以降、入札書等の撤回、書換え又は引換え等（辞退を除く。）は一

切認めません。 

(10)辞退 

入札を辞退する場合は、開札までに入札辞退届（様式第７号の１）または入札

辞退届（再度の入札用）（様式第７号の２）を11(14)に示す契約担当課に持参又

は郵送により提出してください（必着）。 

(11)その他 

① 入札書等の提出等に要する費用は入札者の負担とします。 

② 入札書等の到達確認等の問い合わせには一切応じません。 

 

８．開札 

提出された入札書及び予定価格は、入札参加者又は入札参加者の代理人に対して、

次のとおり公開で開札します。開札への立会いは任意ですが、１業者につき１名のみ

の立会とし、立合いの際には入札執行者の指示に従ってください。立会いを希望され

る場合は、競争入札参加決定通知書を持参して、開札場所に開札日時までに集合して

ください。なお、代理人が立ち会う場合は、競争入札参加決定通知書を持参のうえ、

立会人委任状（様式第６号）を提出してください。入札参加者又は入札参加者の代理

人が立会わない場合は、本件入札事務に関係のない職員を立会わせます。 

(1) 開札日時 

①初度入札：令和８年６月３日（水）１０時００分 

②再度入札：令和８年６月１０日（水）１０時００分 
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(2) 開札場所 

奈良県磯城郡田原本町宮古４０４－１ 

国保中央病院 緩和ケア病棟１階 ＡＳＵＫＡホール 

(3) その他 

   予定価格の制限の範囲内において有効な入札があった場合、入札金額及び予定価

格を公表します。 

   落札者の決定は、９に定める方法により決定し、後日において入札結果等（評価

点数、入札金額、予定価格等）を国保中央病院ホームページに掲載することにより

公表します。 

 

９．総合評価一般競争入札における落札者の決定方法等 

(1) 落札者の決定方法 

落札者の決定に当たっては、本業務にとって最適な事業者を選定するため、予定

価格の制限の範囲内において有効な入札があった者を、(2)の落札者決定基準により

評価する総合評価方式を採用します。 

(2) 落札者決定基準 

① 評価に当たっては、２００点の範囲内で配点を行い、総得点の最も高い入札者

を落札者とします。 

② 評価基準については、国保中央病院清掃業務委託に係る落札者評価基準（資料

１。以下「評価基準」という。）により評価するものとします。 

③ 入札価格における失格基準 

  予定価格の８０％以上１００％以下で入札した者を価格評価するものとし、こ

れによらない場合は失格とします。 

④ 低入札価格調査に係る失格基準 

調査基準価格（予定価格の９５％）以下の入札価格は、低入札価格調査の対象

とし、入札金額に対応する入札金額内訳書により、低入札価格調査を実施します。

予定価格の算出の基礎となった各費用について、次のアからオに掲げる額（その

額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）の合計額に満たな

い入札価格を提出した者は、失格とします。 

 ア 直接人件費の額。ただし、現に適用されている最低賃金（最低賃金法（昭和

３４年法律第１３７号）に基づく奈良県最低賃金をいう。）により算出された

額以上とする。 

 イ 定期清掃業務の額。 

ウ 直接物品費の額。 

エ 業務管理費の額に１０分の３を乗じて得た額。 
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オ 一般管理費の額に１０分の３を乗じて得た額。 

⑤ 価格評価点の上限 

入札金額が④の合計額を超え、調査基準価格（予定価格の９５％）を下回る場

合は、上限の１００点とします。 

(3) 落札者が契約を締結しない場合の措置 

落札者が契約を締結しない場合は、次順位者と契約の交渉を行うこととします。 

(4) 最高得点の評価点数である入札者が２者以上ある場合の落札者の決定 

落札者となるべき最高得点の評価点数である入札者が２者以上あるときは、下

記の抽選方法くじにより落札者を決定します。 

（郵便入札におけるくじによる抽選方法） 

①くじ番号の付与 

評価の結果、落札となるべき入札書等の郵送に用いられた書留郵便に付され

た「お問い合わせ番号」（以下「書留番号」という。）（１１桁）の下３桁の

小さいものから順に「くじ番号」（０、１、２・・・）を付与します。（※下

３桁が同一の場合は、下４桁目以降高い桁の数字を順次参照し決します。） 

〈例〉 

業者名 書留番号 書留番号の下３桁 くじ番号 

Ａ社 ***-**-03428-1 ２８１ ０ 

Ｂ社 ***-**-13229-1 ２９１ １ 

Ｃ社 ***-**-24629-7 ２９７ ２ 

②落札者（候補者）の決定 

１．書留番号の下３桁の数字を合計し、その合計額を最高得点入札者の数で除

算し、余りを算出します。 

２．「１」で算出した余りの数と、上記①で付与したくじ番号が同一の入札参

加者を落札者（事後審査型等の場合は、第１順位の落札候補者）とします。 

３．事後審査型入札において、第２順位及び第３順位の者を決定する場合は、

第１順位のくじ番号に１を足したくじ番号の入札参加者を第２順位とし、第

２順位のくじ番号に１を足したくじ番号の入札参加者を第３順位とします。 

   〈例〉 

     Ａ社（書留番号下３桁） ２８１ 

     Ｂ社（書留番号下３桁） ２９１  合計２８１+２９１+２９７＝８６９ 

     Ｃ社（書留番号下３桁） ２９７  余り８６９÷３＝２８９・・余り２ 

 

順位 業者名 くじ番号 備考 

１位 Ｃ社 ２ 余りの「２」と同一のくじ番号の『Ｃ社』が第１順位 
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２位 Ａ社 ０ ２+１＝「３」のくじ番号が存在しないのでくじ番号

「０」の『Ａ社』 

３位 Ｂ社 １ ０+１＝「１」と同一のくじ番号の『Ｂ社』 

②くじによる抽選内容の通知 

  くじによる抽選の対象となった者に対し、書留郵便の封筒、書留番号の写し

等、くじに使用した抽選内容をメールにて通知します。 

(5) ２回の入札を行った結果、落札者が決定しない場合は、当該入札における評価結

果等を踏まえ、最も有利と認められる者と随意契約締結の協議を行うことがありま

す。 

 

１０．入札結果の公表 

  ９により、落札者が決定したときは、入札結果を国保中央病院ホームページに掲載

することにより公表します。 

 

１１．その他 

(1) 入札保証金 

免除とします。ただし、落札者が落札後契約を締結しない場合は国保中央病院組合

契約規則第４条の規定に基づき、損害賠償を請求する場合があります。 

(2) 契約保証金 

契約締結と同時に契約期間で発生する金額総額の１００分の１０に相当する額以

上の契約保証金を納付してください。ただし、受託者が次の①もしくは②に該当する

ものであるときは、契約保証金を免除します。 

① 保険会社との間に国保中央病院を被保険者とする履行保証保険契約を締結し

たとき。 

② 過去２年間に国又は官公庁と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上

にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこ

ととなるおそれがないと認められるとき。 

(3) 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができま

す。 

  ① 契約保証金に代わる担保となる有価証券 

  ② 銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証を証する書面 

(4) 入札書の無効 

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、国保中央病院組合契約規則
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第１２条に該当する入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とします。 

(5) 契約書の作成の要否 

   当組合所定の契約書により、作成します。 

(6) 落札者の決定方法 

   予定価格の制限の範囲内において有効な入札があった者を、９(2)の落札者決定

基準により評価する総合評価方式にて落札者を決定します。 

(7) 契約の不締結 

落札決定後、契約締結までの間に、落札者について次の①から④までに該当す

る場合は、契約を締結しないものとします。 

  ① ２(2)または２(3)に該当する者。 

  ② ２(4)①から⑤までに該当する者。 

③ 営業活動に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約（以下「下請契

約等」という。）に当たって、その相手方が２(4)①から⑤に該当することを知

りながら、当該者と契約を締結している者。 

④ この業務の履行に係る下請契約等において、２(4)①から⑤のいずれかに該当

する者をその相手方とした場合において、国保中央病院組合が下請契約等の解

除を求め、これに従わなかったとき。 

(8) 契約の解除 

契約締結後、契約者について(7)の②から④までのいずれかに該当する事由があ

ると認められるとき又はこの契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不

当に介入を受けたにも関わらず、遅滞なくその旨を国保中央病院組合に報告せず、

若しくは警察に届け出なかったと認められるときは、契約を解除することがあり

ます。この場合は、契約者は国保中央病院組合契約規則第３２条第２項の損害賠

償金を納付しなければなりません。 

(9) 総合評価一般競争入札の執行の取消について 

総合評価一般競争入札を行うにあたり、不正その他の理由により競争の実益が

ないと認めるとき、又は天災地変等のやむを得ない事由が生じたときは、入札の

執行を取消又は延期することがあります。 

(10)長期継続契約 

当該入札により委託契約を締結する「国保中央病院清掃業務委託」は、地方自

治法施行令第１６７条の１７（昭和２２年政令第１６号）及び国保中央病院組合

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（平成２７年４月国保中
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央病院組合条例第１号）に基づき、長期継続契約とします。 

(11)契約条項 

法令等に基づく長期継続契約は、翌年度以降の債務を負担する予算を定めるこ

となく長期の契約を締結するものであり、翌年度以降の予算が保証されているも

のではありません。よって、契約書には「この契約の締結日に属する年度の翌年

度以降の国保中央病院組合収支予算において、委託料が減額又は削除されたとき

は、当該契約を変更又は解除する」旨の条項を盛り込みます。なお、当該契約の

変更・解除により受注者に損害を与えたときは、合理的算定方法により実損額を

両者で協議し、損害賠償額を定めるものとします。 

(12)支払いの条件   

委託料は、毎月均等払いとします。入札金額により、均等額とならない場合は

最終月で端数調整することとします。受注者は、毎月業務完了の確認を受け、翌

月１０日までに請求書を提出してください。請求額に消費税及び地方消費税を加

算した額を請求書の受理日から１ヶ月以内に支払うこととします。 

(13)その他必要事項 

詳細は、仕様書によります。 

(14)契約を担当する者の名称、所在地等 

      〒６３６-０３０２  奈良県磯城郡田原本町宮古４０４－１ 

      国保中央病院組合 企画総務課 

      ＴＥＬ ０７４４－３２－８８００ 

ＦＡＸ ０７４４－３２－８８１１ 


